
 
１ 市町、森林所有 

者、森林組合等、 

森林整備法人等、 

特定非営利活動法 

人等、森林所有者 

の団体、森林経営 

計画策定者、森林 

施業計画の認定を 

受けた者及び特定 

間伐等促進計画に 

間伐実施主体とし 

て定められた者そ 

の他知事が認める 

者であって体質強 

化計画（合板・製 

材生産性強化対策 

事業実施要綱（平 

成28年１月20日付 

け27林整計第236号 

農林水産事務次官 

依命通知）第４の 

１の体質強化計画 

をいう。 ）に係る事 

業主体であるもの 

が事業細目の欄に 

掲げる１の事業を 

行うのに要する経 

費 
２ 市町、森林組合 

等、森林整備法人 

等、森林経営計画 

策定者、森林施業 

計画の認定を受け 

た者及び特定間伐 

等促進計画に実施 

主体として定めら 

れた者その他知事 

が認める者が事業 

細目の欄に掲げる 

２の事業を行うの 

に要する経費 

 

静岡県告示第235号 

 林業関係事業補助金交付要綱（昭和55年静岡県告示第16号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月30日                                       

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

 別表21の項経費の欄中４から６までを削り、同項事業細目の欄中５及び６を削り、同項補助率の欄中４か

ら７までを削り、同表24の項経費の欄中 
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 市町、森林整備法 

人等及び選定経営 

体（合板・製材・ 

集成材国際協力強 

化対策実施要綱 

（平成28年１月20 

日付け27林整計第 

236号農林水産事務 

次官依命通知）別 

表１に規定する選 

定経営体をいう。） 

が事業細目の欄に 

掲げる事業を行う 

のに要する経費 

 

 



25 「安全・

快適の道」

緊急対策事

業（森林） 

 

１ 森林組合、知事

が認定した協業体

及び認定事業主が

事業細目の欄に掲

げる１の事業を行

うのに要する経費 
２ 市町又は静岡県

道路公社が事業細

目の欄に掲げる２

の事業を行うのに

要する経費 
３ 森林組合、造園

事業者、知事が認

定した協業体及び

認定事業主が事業

細目の欄に掲げる

２の事業を行うの

に要する経費につ

いて、市町が補助

する場合における

当該補助に要する

経費 

１ 富士山世界文化遺産

森林景観整備事業 

(1) 富士山世界文化遺 

 産構成資産へのアク

セス道路周辺の景観

に配慮した森林整備 

(2) (1)と一体的に実施 

する実施区域のとり

まとめ 

２ 伊豆地域緊急森林整

備事業 

  韮山反射炉及び伊豆 

 ベロドロームの周辺の

景観並びにこれらの施

設へのアクセス道路周

辺の景観に配慮した森

林整備 
 

１ 経費の欄に掲

げる１の経費の

うち、事業細目

の欄に掲げる１

の(1)の事業に係

るものにあつて

は、事業費の10

分の４以内 

２ 経費の欄に掲

げる１の経費の

うち、事業細目

の欄に掲げる１

の(2)の事業に係

るものにあつて

は、事業費の10 

分の 10以内と

し、実施面積１

ヘクタール当た

り54,000円を限

度とする。 

３ 経費の欄に掲

げる２の経費に

あつては、事業

費の10分の４以

内 

４ 経費の欄に掲

げる３の経費に

あつては、事業

費の10分の４以

内で、かつ、市

町が補助するの

に要する経費の

10分の10以内 

事業費の30

パーセント

を超える変

更 

事業細目ご

とに事業量

の30パーセ

ントを超え

る変更 

附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。 


